
　本調査は、平成23年度に実施した『「新京都府人権教育・啓発推進計画」に関する府民調査』の中から、

人権に関する考え方や、人権問題を理解するための取組についての項目を選択し、その後の状況の変化を確認

するとともに、今後の人権教育・啓発の取組に生かすことを目的に実施したものです。

主 な 調 査 結 果

＜人権に関する考え方や認識について＞　Ｐ．１～２参照

・人権が尊重されることの認識について、前回（平成23年度調査）と同様の傾向であり、「差別されない、平等

　であること」（81.0％）が最も高く、「個人のもつ可能性を発揮する機会が認められること」は41.9％に止

　まる【Ｑ１】

・「府民一人ひとりの人権意識は10年前に比べ高くなっている」との評価が34.4％（前回比4.4ポイント減）

　【Ｑ２】

・「京都府は人権が尊重された豊かな社会になっている」との評価が33.0％（前回比5.5ポイント増）【Ｑ３】

・個別の人権課題について、人権が尊重されているとの回答は「女性」「子ども」「高齢者」、尊重されていな

　いとの回答は「犯罪被害者とその家族」「ホームレス」でそれぞれ高く（いずれも前回同様）、また、前回に

　比べ、「女性」「性同一性障害者」「子ども」などで、尊重されているとの回答が減少【Ｑ４】

＜社会的関心を集めている人権問題について＞　Ｐ．３参照

・インターネットによる人権侵害への対応について、「インターネットを利用するときのルールやマナーについ

　ての教育、啓発を推進する」（61.4％）、「不適切な情報発信者に対する監視、取締りを強化する」

　（58.1％）が上位で、前回と同様、マナー向上とともに、規制する方向の意見も多い【Ｑ５】

・外国人に関する人権問題への対応について、「外国人への偏見をなくし、人権を守るための啓発活動をすすめ

　る」（30.9％）、「外国人のための相談・情報提供などの支援体制を充実する」（29.7％）が上位で、日本

　人の理解と、外国人の日本への適応の両方が必要との結果になっている【Ｑ６】

＜人権に関する法律等の認知度について＞　Ｐ．４参照

・法律等について「内容を知っている」割合は、「日本国憲法」（77.3％）、「労働基準法」（74.8％）、

　「個人情報保護法」（60.4％）、「児童虐待防止法」（47.6％）、「ＤＶ防止法」（41.4％）の順に高く、

　その反面、それ以外の法律等では、「知らない」割合が高い傾向【Ｑ８】

＜人権相談窓口の認知、人権研修等への参加・理解について＞　Ｐ．５参照

・人権相談窓口について知っている人は38.0％【Ｑ７】

・過去５年間に人権問題に関する研修会等に参加したことのある人は15.2％であり、そのうち、参加したこと

　により人権問題に対する理解・認識が深まった人は87.7％【Ｑ９～１１】

＜効果的な人権啓発手法、人権が尊重される社会づくりに向けた施策について＞　Ｐ．６参照

・効果的な人権啓発手法について、「小・中学校など学校での人権教育」（64.6％）が最も高く、「ラジオ・テ

　レビ」（41.7％）、「お住まいの地域で行われる研修会、講演会、人権フェスティバル等」（26.7％）と続

　いており、学校教育の他、メディアの活用や地域での取組などの啓発手法が役立つと考えられている【Ｑ１２】

・人権が尊重される社会づくりに向けた施策について、「学校等における人権教育を充実させる」（74.4％）

　が最も多い【Ｑ１３】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※　概要版をお読みになる際の留意点

　この概要版は、別途作成している報告書本編から抜粋していますので、調査結果の詳細は本編をご覧ください。
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＜人権に関する考え方や認識について＞＜人権に関する考え方や認識について＞＜人権に関する考え方や認識について＞＜人権に関する考え方や認識について＞

（複数回答）

（単一回答）

（単一回答）

－　１　－

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

健康で文化的な最低限度の生活を送ることができること

無回答

個人のもつ可能性を発揮する機会が認められること

その他

わからない

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

公権力から干渉されず、自由に生活できること

差別されない、平等であること

個人として尊重されること

「人権が尊重される」とは、どういうことだと思いますか？

81.0 

66.3 

60.5 

44.4 

41.9 

2.9 

1.1 

1.7 

78.6 

62.5 

60.8 

38.6 

39.6 

2.6 

1.1 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「京都府民一人ひとりの人権意識は、１０年前と比べて
高くなっている」と思いますか？

9.4 

11.5 

25.0 

27.3 

29.8 

30.8 

8.1 

6.2 

5.7 

6.0 

20.8 

16.5 

1.3 

1.6 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

「京都府は、人権が尊重された豊かな社会になっている」
と思いますか？

4.9 

4.9 

28.1 

22.6 

32.8 

36.1 

9.5 

8.0 

7.2 

9.0 

16.3 

17.2 

1.2 

2.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

平成26年度調査（ｎ＝1,438）

平成23年度調査（ｎ＝1,525）

QQQQ３３３３

QQQQ２２２２

QQQQ１１１１

そう思う
どちらかといえば

そう思う

どちらとも

いえない

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答

そう思う
どちらかといえば

そう思う

どちらとも

いえない

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答



＜人権に関する考え方や認識について＞＜人権に関する考え方や認識について＞＜人権に関する考え方や認識について＞＜人権に関する考え方や認識について＞

（各単一回答）

■ 同和地区出身者の人権 ■ 外国人の人権

■ 女性の人権 ■ エイズ、ハンセン病患者等の人権

■ 子どもの人権 ■ 犯罪被害者とその家族の人権

■ 高齢者の人権 ■ ホームレスの人権

■ 障害のある人の人権 ■ 性同一性障害者の人権

－　２　－

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

人権が尊重されていると思いますか？

尊重されている
ある程度

尊重されている

あまり尊重

されていない

尊重

されていない
わからない 無回答

QQQQ４４４４

17.1 

16.8 

31.9 

34.6 

10.5 

11.6 

3.9 

4.9 

34.1 

28.3 

2.4 

3.9 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

6.5 

6.4 

36.2 

33.2 

19.3 

22.4 

5.9 

4.2 

28.9 

29.0 

3.2 

4.8 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

14.8 

19.0 

52.2 

58.2 

19.3 

11.0 

3.5 

1.8 

7.5 

6.0 

2.7 

3.9 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

3.4 

2.8 

13.0 

14.6 

20.5 

23.3 

12.5 

12.9 

48.1 

42.4 

2.5 

4.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

18.9 

20.9 

47.8 

50.1 

17.0 

12.7 

3.8 

3.5 

9.2 

8.7 

3.4 

4.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2.0 

1.5 

8.6 

10.1 

25.8 

25.0 

21.5 

18.6 

39.1 

40.6 

3.0 

4.2 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

1.6 

1.0 

7.1 

8.1 

21.8 

24.2 

25.3 

25.2 

41.8 

37.4 

2.4 

4.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

16.5 

16.8 

49.4 

48.8 

18.2 

19.3 

6.1 

5.7 

7.8 

6.2 

1.9 

3.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

14.1 

13.8 

43.1 

43.6 

21.9 

21.5 

7.4 

7.7 

11.0 

9.5 

2.4 

3.9 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

1.7 

1.7 

9.1 

14.0 

20.9 

19.3 

16.8 

13.0 

49.2 

47.9 

2.2 

4.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％



＜社会的関心を集めている人権問題について＞＜社会的関心を集めている人権問題について＞＜社会的関心を集めている人権問題について＞＜社会的関心を集めている人権問題について＞

（複数回答）

（複数回答：３つまで）

－　３　－

わからない

外国人が母語・母国の文化を学習する機会をつくる

その他

特に必要だと思うことはない

プロバイダ等の自主性に任せる

日本の文化や風習を理解してもらうための機会を増やす

日本人と外国人との交流の機会を増やす

インターネットを利用するときのルールや
マナーについての教育、啓発を推進する

不適切な情報発信者に対する監視、取締りを強化する

プロバイダ等に対し、書き込み等の削除を求める

プロバイダ等に対し、個人のプライバシーや名誉に関する
正しい理解を深めるための啓発活動を推進する

表現の自由に関わる問題であり、
慎重に対応する必要がある

その他

無回答

外国人への偏見をなくし、
人権を守るための啓発活動をすすめる

外国人のための相談・情報提供などの
支援体制を充実する

外国人の文化や生活習慣などへの理解を深める

日本語を理解できない人が日本語を学習する機会をつくる

日本国籍を持たないことにより受ける不利益をなくす

わからない

仕事に就きやすい環境をつくる

外国人が日本に来た理由や事情について理解を深める

無回答

61.4 

58.1 

49.2 

44.0 

20.9 

1.7 

4.2 

10.7 

4.0 

59.7 

54.6 

41.0 

38.8 

17.3 

2.0 

2.2 

12.3 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80%

30.9 

29.7 

28.9 

28.9 

25.5 

19.3 

16.3 

15.7 

15.7 

2.3 

2.3 

2.6 

4.2 

10.6 

0% 10% 20% 30% 40%

インターネットによる人権侵害を改善するためには、
どのようにすればよいと思いますか？

外国人の人権を守るためには、どのようなことが
必要だと思いますか？

QQQQ５５５５

QQQQ６６６６

平成26年度調査（ｎ＝1,438）

平成23年度調査（ｎ＝1,525）

平成26年度調査（ｎ＝1,438）

※平成23年度調査では項目なし



＜人権に関する法律等の認知度について＞＜人権に関する法律等の認知度について＞＜人権に関する法律等の認知度について＞＜人権に関する法律等の認知度について＞

（各単一回答）

 平成26年度調査（ｎ＝1,438）
※平成23年度調査では項目なし

世界人権宣言

国際人権規約

人種差別撤廃条約

女性差別撤廃条約

子どもの権利条約

障害者権利条約

日本国憲法

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

同和対策審議会答申

男女共同参画社会基本法

ＤＶ防止法

児童虐待防止法

子どもの貧困対策法

いじめ防止対策推進法

高齢者虐待防止法

障害者虐待防止法

障害者差別解消法

ハンセン病問題基本法

プロバイダ責任制限法

個人情報保護法

労働基準法

－　４　－

京都府障害のある人もない人も共に安心して
いきいきと暮らしやすい社会づくり条例

2.8 

1.4 

1.7 

2.3 

3.9 

2.1 

17.3 

1.7 

2.5 

3.7 

5.7 

7.6 

2.2 

4.3 

3.6 

3.0 

1.4 

1.0 

0.7 

1.0 

13.7 

17.1 

18.4 

8.1 

11.6 

14.0 

16.5 

13.1 

59.9 

10.6 

7.9 

20.7 

35.7 

40.0 

15.9 

23.0 

18.7 

17.5 

9.7 

5.9 

6.8 

2.6 

46.7 

57.6 

59.4 

38.8 

42.5 

40.5 

38.5 

34.4 

17.0 

29.3 

28.4 

36.6 

44.4 

44.6 

39.9 

50.2 

40.8 

39.1 

28.7 

18.0 

39.0 

17.9 

31.2 

20.3 

17.0 

48.6 

41.4 

39.9 

37.7 

45.8 

3.1 

54.5 

58.1 

35.3 

11.3 

5.8 

39.6 

20.1 

34.6 

37.8 

57.3 

72.3 

50.3 

73.6 

5.8 

2.9 

2.4 

3.1 

2.9 

3.3 

3.5 

4.7 

2.6 

3.9 

3.1 

3.7 

2.9 

2.0 

2.4 

2.4 

2.2 

2.7 

2.9 

2.7 

3.2 

4.9 

2.6 

2.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

内容をよく

知っている

内容を少し

知っている

名前は

知っている
知らない 無回答

人権に関する宣言や法律、条例、制度を知っていますか？QQQQ８８８８



＜人権相談窓口の認知、人権研修等への参加・理解について＞＜人権相談窓口の認知、人権研修等への参加・理解について＞＜人権相談窓口の認知、人権研修等への参加・理解について＞＜人権相談窓口の認知、人権研修等への参加・理解について＞

（単一回答）

（単一回答）

（単一回答）

（単一回答）

－　５　－

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成23年度調査
（ｎ＝229）

平成26年度調査
（ｎ＝1,438）

平成23年度調査
（ｎ＝1,525）

平成26年度調査
（ｎ＝219）

平成23年度調査
（ｎ＝229）

平成26年度調査
（ｎ＝219）

人権相談窓口があることを知っていますか？

38.0 

39.5 

61.3 

58.4 

0.8 

2.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

過去５年間に人権啓発に関する研修会やイベント等に
参加されたことがありますか？

知っている 知らない 無回答

15.2 

15.0 

83.4 

81.8 

1.4 

3.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

参加したことがある 参加したことがない 無回答

これまでに参加された回数は何回ですか？

55.7 

43.2 

26.0 

27.1 

16.4 

27.9 

1.8 

1.7 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

１～２回 ３～４回 ５回以上 無回答

研修会等に参加して、人権問題に対する理解、認識は
深まりましたか？

27.9 

27.9 

59.8 

52.0 

10.5 

14.8 

0.9 

5.2 

0.9 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

深まった
どちらかといえば

深まった
変わらない わからない 無回答

QQQQ７７７７

QQQQ９９９９

QQQQ１０１０１０１０

QQQQ１１１１１１１１



＜効果的な人権啓発手法、人権が尊重される社会づくりに向けた施策について＞＜効果的な人権啓発手法、人権が尊重される社会づくりに向けた施策について＞＜効果的な人権啓発手法、人権が尊重される社会づくりに向けた施策について＞＜効果的な人権啓発手法、人権が尊重される社会づくりに向けた施策について＞

（複数回答：３つまで）

（複数回答：３つまで）

－　6　－

公民館等で行う人権教育を充実させる

その他

特にない

映画・ＤＶＤ・ビデオ

無回答

行政が住民の意識を高めるための啓発活動を推進する

人権侵害を受けた人に対する救済策を充実させる

家庭での人権教育を支援する

行政が人権尊重の視点に立って様々な施策を行う

公務員等人権との関わりの深い職業に従事する人の
人権意識を高める

わからない

無回答

住民やＮＰＯ等の団体による
人権尊重に向けた取組を支援する

社内報

雑誌や週刊誌の記事

人権問題に関する書籍

人権劇など、地域の人権課題をテーマにした住民自らの取組

お住まいの地域で行われる研修会、講演会、
人権啓発フェスティバル等

ラジオ・テレビ

小・中学校など学校での人権教育

学校等における人権教育を充実させる

企業、事業所における人権尊重に向けた取組を支援する

様々な人権問題の解決に取り組むＮＰＯ法人等の活動等

インターネット

新聞の記事・意見広告

その他

府や市町村等の広報誌、冊子

実態を見たり、当事者の話を聞く

お勤めの職場や職種・業界団体等による研修会、講演会等
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28.1 

27.3 

25.7 
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4.7 
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5.0 
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人権問題について理解や認識を深めるためには、
どういうものが役立つと思いますか？

QQQQ１２１２１２１２

人権が尊重される社会を実現するために、どのような人権教育
や啓発の施策が必要だと思いますか？

QQQQ１３１３１３１３

平成26年度調査（ｎ＝1,438）

平成23年度調査（ｎ＝1,525）

平成26年度調査（ｎ＝1,438）

平成23年度調査（ｎ＝1,525）



■　調査目的

　本調査は、平成23年度に実施した『「新京都府人権教育・啓発推進計画」に関する府民調査』の中か

ら、人権に関する考え方や、人権問題を理解するための取組についての項目を選択し、その後の状況の

変化を確認するとともに、今後の人権教育・啓発の取組に生かすことを目的に実施した。

■　調査対象

　平成26年10月31日現在、京都府在住の20歳以上の男女　3,000名（うち19名調査票不着）

　※住民基本台帳より無作為抽出

■　調査方法 ■　回答者属性

　郵送による調査 ＜性別＞ （％） ＜年齢別＞ （％）

■　調査期間

　平成26年12月1日（月）  

～  平成26年12月16日（火）

■　回収状況

　有効発送数・・・２，９８１件

　有効回収数・・・１，４３８件

　有効回収率・・・４８．２％

京都府では、新京都府人権教育・啓発推進計画に基づいて、あらゆる人々があら

ゆる機会に人権教育・啓発に参加していただくことによって、人権が日常生活の

中に「文化」として定着し、豊かで暮らしやすい社会が実現するように、様々な

取組を行っています。

男性

44.1 
女性

52.0 

無回答

3.9 
２０歳代

7.0 ３０歳代

10.8 

４０歳代

14.1 

５０歳代

16.6 

６０歳代

22.5 

７０歳代

18.2 

８０歳

以上

8.9 

無回答

2.0 

調 査 概 要

新京都府人権教育・啓発推進計画

４つの視点４つの視点４つの視点４つの視点

施施施施 策策策策

あらゆる場を通じたあらゆる場を通じたあらゆる場を通じたあらゆる場を通じた

人権教育・啓発の推進人権教育・啓発の推進人権教育・啓発の推進人権教育・啓発の推進

保育所・幼稚園、学校、地域社会、家庭、

企業・職場

人権に特に関係する職業従事者人権に特に関係する職業従事者人権に特に関係する職業従事者人権に特に関係する職業従事者

に対する研修等の推進に対する研修等の推進に対する研修等の推進に対する研修等の推進

教職員・社会教育関係職員、医療関係者、

保健福祉関係者、消防職員、警察職員、

公務員、マスメディア関係者

一人ひとりを大切にした

人権教育・啓発

共生社会の実現に向けた

人権教育・啓発

生涯学習としての

人権教育・啓発

身近な問題から考える

人権教育・啓発

京都府人権教育・京都府人権教育・京都府人権教育・京都府人権教育・

啓発施策推進懇話会啓発施策推進懇話会啓発施策推進懇話会啓発施策推進懇話会

府府府府 民民民民

取組のポイント取組のポイント取組のポイント取組のポイント

目標 人権という普遍的文化の構築
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府民のみなさんに、人権とは何かということや、差別や虐待などの人権問題が他人事ではないことを御理解いただき、人権

が尊重される社会をつくるため自分も積極的に行動しようという意識を培っていただけるように、内容や手法を工夫して取り

組みます。

みんな たいせつ

みんな かがやく
～京都府の人権啓発～

意意意意 見見見見


